
)

( )

( )
の
利
用
に
つ
い
て

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
学
童
保
育
）

いちょうっ子クラブ
( 中央台 )

大手、春日井、柏原、丸田、松原、
上条、鳥居松、八幡ほか

転輪学舎放課後学童クラブ
( 柏原、篠木、上条、鳥居松ほか )

中央台 8

八田町 7

瑞穂通 8

☎91－8505

☎97－3662

☎82－4558
( 不二、出川、神領、北城ほか )

出川町 5 ☎29－9990

グット・ビレッジあのね
松原、東野、丸田、北城、出川、不二、高森台、神屋、神領、篠木、
篠原、八幡、上条、鳥居松、大手、柏原、松山、味美ほか

東野町 9 ☎64－5955

なかよしクラブ
( 岩成台西、藤山台 )

岩成台10 ☎92－7555

( 春日井、松山、大手、味美ほか )
宮町 ☎31－7557

( 高座 )
高蔵寺町 5 ☎51－5840

勝川、小野、山王、味美、柏原、
松山、篠木、鳥居松ほか

松新町 1 ☎37－3021

開正クラブ八田

かちがわの杜

どろんこクラブ

くんぱるハウス春日井東 
( 坂下、神屋、西尾、藤山台、高森台ほか )

神屋町 ☎27－5512

くんぱるハウス勝川
( 小野、勝川、上条、鳥居松ほか )

中切町 1 ☎37－1771

令
和
４
年
４
月
か
ら
の

牛山、西部、玉川 学童保育所イルカクラブ (☎34－8457)
〒486－0904　宮町 3－8－2　西部子どもの家内

市社会福祉協議会　総務課子どもの家担当 (☎84－3241)
〒486－0857　浅山町 1－2－61　総合福祉センター内

子どもの家

子育て子育ち総合支援館 ( かすがいげんきっ子センター)〈☎35－3501〉
〒486－0945　勝川町 8－13　勝川駅南口ビル 2 階

管理運営者

しのぎ学童クラブ
( 篠木、篠原 )

菅大臣町 ☎83－1138

くんぱるハウス神領

篠木くんぱるんち
( 篠木、上条 )

篠木町 1 ☎090－6334－6719勝北くんぱるんち
( 勝川、味美 )

若草通 2 ☎080－7030－6947

民間の放課後児童クラブもあります。クラブにより多様なサービスを利用できます。
申し込み時期や方法、費用などは、直接各クラブへ問い合わせてください。

押沢台 株式会社明日香 (☎052－232－7715)
〒460－0002　名古屋市中区丸の内 2－2－28　5F

味美、石尾台、岩成台、岩成台西、大手、
小野、柏原、勝川、神屋、北城、坂下、山王、
篠木、篠原、上条、神領、鷹来、高座、
高森台、出川、鳥居松、西山、白山、東野、
不二、藤山台、松原、松山、丸田、八幡

子育て子育ち総合支援館放課後児童クラブ

くんぱるハウス春日井西

あい農子どもクラブ (西尾ほか )

申込時期や方法、費用などは、ホームページを見るか、クラブへ問い合わせてください。
問い合わせ：T・I・T ふれあい農業共同体 (☎37－1831)

市ホームページ

児童クラブ一覧

利用案内

(

かすがいげんきっ子センター

利
用
時
間

　
放
課
後(
土
曜
日
は
午
前
８
時)

〜
午
後
７
時 

　※

日
曜
日
や
祝
休
日
、
年
末
年
始
な
ど
は
休
み

　
令
和
４
年
４
月
１
日
時
点
で
、
保

護
者
が
就
労
や
疾
病
な
ど
に
よ
り
昼

間
家
庭
に
い
な
い
小
学
生
。(

就
労

の
場
合
、
月
〜
土
曜
日
の
間
に
原
則

４
日
以
上
の
勤
務
で
あ
る
こ
と)

　
ま
た
、
保
護
者
の
帰
宅
時
刻
が
そ

れ
ぞ
れ
、
１
年
生
は
午
後
２
時
、
２
・

３
年
生
は
午
後
３
時
、
４
年
生
以

上
は
午
後
４
時
30
分
以
降
で
あ
る

こ
と
。

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
す
る
か
、
11
月
12
日（
金
）〜
18

日（
木
）に
、
希
望
す
る
施
設
で

午
後
５
時
ま
で
４
０
０
０
円

午
後
６
時
ま
で
５
０
０
０
円

午
後
７
時
ま
で
６
０
０
０
円

※

別
途
お
や
つ
代
な
ど
が
必
要

申
し
込
み

※

障
が
い
な
ど
、特
に
配
慮
が
必
要
な
方
は
、事
前
に
各
施
設
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※

就
労
証
明
書
の
取
得
に
時
間
の
か
か
る
方
は
早
め
に
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
類
入
手
方
法

申
請
方
法

　
申
請
書
類
、
就
労
証
明
書（
勤
務

先
の
証
明
が
必
要
）な
ど
を
添
え

て
、
11
月
25
日（
木
）ま
で
に
、
希

望
す
る
施
設
へ
持
参
す
る
か〈
午
前

11
時
30
分
〜
午
後
７
時(

14
日
、
21

日
、
23
日
を
除
く)

〉、
希
望
す
る

施
設
の
管
理
運
営
者
へ
郵
送(

消

印
が
提
出
期
限
内
に
限
り
有
効)

利
用
料
金（
月
額
）

対
象

子
ど
も
の
家
の
冬
休
み
限
定
利
用
者
募
集

12
月
24
日(

金)

〜
令
和
４
年
１
月
６
日(

木)

〈
12
月
29
日(

水)

〜
令
和
４
年
１
月
３
日(

月)

、

日
曜
日
を
除
く
〉午
前
８
時
〜
午
後
７
時

若
干
名
　※

募
集
施
設
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
案
内

　 

10
月
29
日(

金)

〜
11
月
11
日(

木)

下
記
管
理
運
営
者
ま
で

※

民
間
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
除
く

時問 定期
限
：

とき時 定員 問い合わせ問定
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